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あ
な
た
の
メ
ッ
セ
ー
ジ
を
花
火

に
込
め
て
打
ち
上
げ
ま
す
。

８
月
13
日（
火
）午
後

７
時
〜（
荒
天
時
８
月
14
日（
水
））

７
月
31
日（
水
）
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▼
長
沼
花
火
実
行
委
員
会（
夜
間
）
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▼
迫
総
合
支
所
市
民
課（
地
域
振

興
係
）
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ｉ
Ｐ
ａ
ｄ
を
使
っ
た
簡
単
な
プ

ロ
グ
ラ
ミ
ン
グ
や
画
像
・
動
画
の

編
集
方
法
が
無
料
で
学
べ
ま
す
。

９
月
７
日（
土
）、14
日

（
土
）午
前
９
時
30
分
〜
正
午

登
米
総
合
産
業
高
校

県
内
に
在
住
の
人

住
所
、氏
名
、年
齢
、

電
話
番
号
を
記
入
し
、フ
ァ
ク
シ

ミ
リ
、電
子
メ
ー
ル
ま
た
は
は
が

き
で
申
し
込
み
く
だ
さ
い

８
月
31
日（
土
）

※
詳
細
は
学
校
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に

掲
載
し
て
い
ま
す

登
米

総
合
産
業
高
校
情
報
技
術
科（
担

当
＝
木
村
）
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日
本
画
、洋
画
、書
、

写
真
、工
芸自

由県
内
在
住
で
60
歳
以

上
の
ア
マ
チ
ュ
ア
の
人

１
作
品
５
０
０
円

（
出
展
は
各
部
門
１
人
１
点
）

10
月
31
日（
木
）

宮
城
県
美
術
館（
県

民
ギ
ャ
ラ
リ
ー
）

11
月
28
日（
木
）〜
12

月
１
日（
日
）

宮
城

県
社
会
福
祉
協
議
会
い
き
が
い
健

康
課
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登米市は自主財源を確保するため、広報とめに有料広告を掲載しています。

　

青
森
県
か
ら
東
京
都
ま
で
東
日

本
大
震
災
の
被
災
地
を
縦
断
す
る

リ
レ
ー
を
開
催
。７
月
29
日（
月
）

は
、道
の
駅
津
山
も
く
も
く
ラ
ン

ド
を
中
継
所
に
、市
内
を
走
行
し

ま
す
。復
興
へ
の
思
い
を「
た
す

き
」で
つ
な
ぐ
ラ
ン
ナ
ー
や
サ
イ

ク
リ
ス
ト
た
ち
へ
応
援
を
お
願
い

し
ま
す
。

７
月
24
日（
水
）〜
８

月
７
日（
水
）

※
中
継
所
到
着
・
出
発
時
間
は
、

公
式
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ（http://

w
w
w
.1000km

.jp/

）を
ご
覧
く

だ
さ
い
。
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子
ど
も
た
ち
は
、夏
休
み
に
な

る
と
解
放
感
か
ら
深
夜
に
う
ろ
つ

い
た
り
、喫
煙
、飲
酒
な
ど
の
不
良

行
為
や
万
引
き
な
ど
の
非
行
に
走

り
や
す
く
な
り
ま
す
。親
子
で
コ

ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
り
、子

ど
も
が
発
す
る
信
号
を
見
逃
さ
な

い
よ
う
に
し
ま
し
ょ
う
。

   

ま
た
、子
ど
も
が
ス
マ
ホ
な
ど

で
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
へ
接
続
す
る

こ
と
で
、さ
ま
ざ
ま
な
ト
ラ
ブ
ル

に
巻
き
込
ま
れ
る
危
険
性
が
あ

り
ま
す
。イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
危

険
性
に
つ
い
て
親
子
で
理
解
す

る
と
と
も
に
、親
が
子
ど
も
の
イ

ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
の
利
用
状
況
を

し
っ
か
り
と
把
握
し
、必
要
な
指

導
を
す
る「
ペ
ア
レ
ン
タ
ル
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
」を
実
践
し
ま
し
ょ
う
。
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国
民
年
金
保
険
料
の
免
除（
全

額
免
除
・
一
部
免
除
・
法
定
免
除
）、

納
付
猶
予
、学
生
納
付
特
例
の
承

認
を
受
け
た
期
間
が
あ
る
場
合
、

保
険
料
を
全
額
納
め
た
人
と
比

べ
、老
齢
基
礎
年
金（
65
歳
か
ら
受

け
ら
れ
る
年
金
）の
受
け
取
り
額

が
少
な
く
な
り
ま
す
。

　

将
来
受
け
取
る
老
齢
基
礎
年
金

を
増
額
す
る
た
め
に
、免
除
な
ど

の
期
間
の
保
険
料
は
、10
年
以
内

で
あ
れ
ば
さ
か
の
ぼ
っ
て
納
め
る

こ
と（
追
納
）が
で
き
ま
す
。

　

た
だ
し
、免
除
な
ど
の
承
認
を

受
け
た
期
間
の
翌
年
度
か
ら
起
算

し
て
、３
年
目
以
降
に
追
納
す
る

場
合
、当
時
の
保
険
料
額
に
一
定
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額
が
加
算
さ
れ
ま
す
。

　

追
納
は
、古
い
月
の
も
の
か
ら

納
付
す
る
こ
と
に
な
り
、次
の
点

に
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

◉
一
部
免
除
さ
れ
た
期
間
は
、納

付
す
べ
き
保
険
料
が
納
め
ら
れ
て

い
な
け
れ
ば
追
納
が
で
き
ま
せ

ん
。

◉「
法
定
免
除
・
申
請
免
除
期
間
」

が「
納
付
猶
予
・
学
生
納
付
特
例
期

間
」よ
り
先
に
経
過
し
た
月
分
で

あ
る
場
合
は
、ど
ち
ら
を
優
先
し

て
納
め
る
か
選
択
で
き
ま
す
。

　

追
納
を
希
望
す
る
場
合
は
、相

談
く
だ
さ
い
。
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